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心神喪失者等医療観察法に係る先行政省令の公布・施行等について

１ 先行政省令制定の趣旨

厚生労働大臣が毎年裁判所に送付する精神保健判定医等の名簿に関する規定を始

めとする精神保健審判員の任命及び精神保健参与員の指定に係る規定については、

法の公布日（平成１５年７月１６日）から起算して１年６か月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行することとされており、今般、当該規定の施行日を

定める政令及び精神保健判定医の名簿等に記載すべき者の要件等を定める政令及び

必要な省令を制定した。

２ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

の一部の施行期日を定める政令について

法第６条、第７条及び第１５条の規定の施行期日を とす平成１６年１０月１５日

るもの。

（参考）今回の政令において施行期日を定める規定の概要

（１）法第６条

精神保健審判員の選任及び任命、精神保健審判員の職務を行うのに必要な学

識経験を有する医師（精神保健判定医）の名簿、精神保健審判員への手当の支給

等を定めるもの。

（２）法第７条

精神保健審判員の欠格事由を定めるもの。

（３）法第１５条

精神保健参与員の選任及び指定、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健

及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿、精神保健参与員への手

当の支給等を定めるもの。

３ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

施行令について

「精神保健判定医名簿」及び「精神保健参与員候補者名法の一部の施行に伴い、

簿」に記載すべき者の要件を定める これらの名簿の送付期限等を定めるとともに、

もの。

（参考）本政令案の概要

（１）精神保健判定医名簿関係

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

１８条第１項の規定による指定を受けている医師（精神保健指定医）であるこ

となど、一定の要件を満たす者のうち、本人の同意を得たものについて、その

氏名等を精神保健判定医名簿に記載すること。

（２）精神保健参与員候補者名簿関係



精神保健福祉士法（平成９年法律第１３１号）第２８条の規定による登録を

受けている者（精神保健福祉士）であることなど、一定の要件を満たす者のう

ち、本人の同意を得たものについて、その氏名等を精神保健参与員候補者名簿

に記載すること。

（３）精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付

精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿は、毎年１１月１日まで

に、裁判所に送付すること。

（４）施行期日

平成１６年１０月１５日

心神喪失等の状※ 上記政令中の一定の要件の具体的な内容等を定めるために 「、

態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名

」を併せて制定し、平成１６年１簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令

０月１５日に施行した。

４ 参考資料等

法のうち、今回施行する規定以外の本体部分については、法の公布日（平成１５

年７月１６日）から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行することとされており、現在、その施行に向け指定入院医療機関の整備等の準備

を進めているところである。



別添：精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿への記載要件の整理

○ 平年度の精神保健判定医名簿の記載要件

厚生労働大臣は、次の①及び②のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得

たものについて、その氏名等を精神保健判定医名簿に記載する。

① 名簿を送付する際現に精神保健指定医であって、名簿を送付する年度の前

年度の末日において、５年以上（精神保健福祉法第１９条の２第２項の規定

により職務を停止されていた期間を除く ）指定を受けていた者。

② 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する者

イ 精神保健福祉法第２７条第１項若しくは第２項、第２９条の２第１項又

は第２９条の４第２項の規定による診察に従事した経験を、名簿を送付す

る年の４月１日前２年以内に有する者であって、厚生労働省令で定める研

修（名簿を送付する年の１１月１日前３年以内に行われたものに限る ）の。

課程を修了した者

ロ 精神保健審判員として、医療観察法第４２条第１項、第５１条第１項、

第５６条第１項又は第６１条第１項の裁判を行った経験を名簿を送付する

年の１月１日前２年以内において有する者

ハ 医療観察法第３７条第１項、第５２条、第５７条又は第６２条第１項に

規定する鑑定を行った経験を名簿を送付する年の１月１日前２年以内にお

いて有する者

＋

上記①及び②のいずれにも該当する者と同等以上の学識経験を有すると認める者

※ 平成１６年度の精神保健判定医名簿の記載要件

厚生労働大臣は、次の①及び②のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得

たものについて、その氏名等を精神保健判定医名簿に記載する。

① 名簿を送付する際現に精神保健指定医であって、平成１６年３月３１日に

おいて、５年以上（精神保健福祉法第１９条の２第２項規定により職務を停

止されていた期間を除く ）指定を受けている者。

② 精神保健福祉法第２７条第１項若しくは第２項、第２９条の２第１項又は

第２９条の４第２項の規定による診察に従事した経験又は従事する見込み

を、平成１７年４月１日前３年以内に有する者

＋

上記①及び②のいずれにも該当する者と同等以上の学識経験を有すると認める者



○ 平年度の精神保健参与員候補者名簿の記載要件

厚生労働大臣は、次の①及び②のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得

たものについて、その氏名等を精神保健参与員候補者名簿に記載する。

① 名簿を送付する際現に精神保健福祉士である者

② 次のイ又はロのいずれかに該当する者

イ 名簿を送付する年度の前年度の末日において、精神保健福祉士として登

録を受けて相談援助の業務に従事している期間が５年以上（精神保健福祉

士法第３２条第２項の規定により精神保健福祉士の名称の使用を停止され

ていた期間を除く ）である者であって、厚生労働省令で定める研修（名簿。

を送付する年の１１月１日前３年以内に行われたものに限る ）の課程を修。

了した者

ロ 精神保健参与員として、法第３６条（法第５３条、第５８条及び第６３

条において準用する場合も含む ）の規定により審判に関与した経験を名簿。

を送付する年の１月１日前２年以内において有する者

＋

上記①及び②のいずれにも該当する者と同等以上の専門的知識及び技術を有する者

※ イの精神保健福祉士として相談援助の業務に従事している期間に

は、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において相談援助の業務

に従事している期間を算入することができる。

※ 平成１６年度の精神保健参与員候補者名簿の記載要件

厚生労働大臣は、次の①及び②のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得

たものについて、その氏名等を精神保健参与員候補者名簿に記載する。

① 名簿を送付する際現に精神保健福祉士である者

② 平成１６年３月３１日において、精神保健福祉士として登録を受けて相談

援助の業務に従事している期間が５年以上（精神保健福祉士法第３２条第２

。）項の規定により精神保健福祉士の名称の使用を停止されていた期間を除く

である者

＋

上記①及び②のいずれにも該当する者と同等以上の専門的知識及び技術を有する者

※ ②の精神保健福祉士として相談援助の業務に従事している期間に

は、精神保健福祉士法の施行前において相談援助の業務に従事して

いる期間を算入することができる。



政
令
第
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等
の
状
態
で
重
大
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他
害
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療
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び
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察
等
に
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す
る
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の
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部
の
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行
期
日
を
定
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政
令

内
閣
は
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
五

条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
と
す
る
。



政
令
第

号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
号
）
第
六
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
へ
の
記
載
）

第
一
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
本
人
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

氏
名
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
名
簿
（
以
下
「
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
」
と
い
う
。
）
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
を
送
付
す
る
際
現
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
を
送
付
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
当
該
指
定
を
受
け
て
い
た
も
の



二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
四
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
診
察
に
従
事
し
た
経
験
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
研
修
（
当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
を
送
付
す
る
年
の
十
一
月
一
日
前
三
年
以
内
に
行

わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の

ロ

精
神
保
健
審
判
員
と
し
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一

条
第
一
項
の
裁
判
を
し
た
経
験
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

ハ

法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鑑
定
を
行
っ
た
経
験

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
当
該
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認

め
る
者
の
氏
名
そ
の
他
の
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
本
人
の
同
意
を
得
て
、
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
）



第
二
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
本
人
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

氏
名
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
法
第
十
五
条
第
二
項
の
名
簿
（
以
下
「
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
」

と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
を
送
付
す
る
際
現
に
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平

成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
を
送
付
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
が
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
期
間
以
上
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
研
修
（
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名

簿
を
送
付
す
る
年
の
十
一
月
一
日
前
三
年
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の

ロ

精
神
保
健
参
与
員
と
し
て
、
法
第
三
十
六
条
（
法
第
五
十
三
条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
審
判
に
関
与
し
た
経
験
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
限
る
。
）
を

有
す
る
者



２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
当
該
者
と
同
等
以
上
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を

有
す
る
と
認
め
る
者
の
氏
名
そ
の
他
の
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
本
人
の
同
意
を
得
て
、
精
神
保
健
参
与

員
候
補
者
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
の
送
付
）

第
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
の
送

付
及
び
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
の
送
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
十
六
年
に
お
い
て
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
す
る
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
本
人
の
同
意
を
得
た
も



の
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

一

当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
を
送
付
す
る
際
現
に
精
神
保
健
福
祉
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間

以
上
の
期
間
当
該
指
定
を
受
け
て
い
た
も
の

二

精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
診
察
に
従
事
し
た
経
験
（
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
限
る
。

）
を
有
す
る
者

２

前
項
の
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
当

該
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
の
氏
名
そ
の
他
の
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
本
人

の
同
意
を
得
て
、
当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

平
成
十
九
年
に
お
い
て
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
す
る
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
す
べ
き
者
の

要
件
に
係
る
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
年
」
と
す



る
。

（
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

平
成
十
六
年
に
お
い
て
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
す
る
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
を
送
付
す
る
際
現
に
精
神

保
健
福
祉
士
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
が
第
二
条
第
一
項

第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
以
上
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
本
人
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
項
に
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
当
該
者
と
同

等
以
上
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
認
め
る
者
の
氏
名
そ
の
他
の
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
本

人
の
同
意
を
得
て
、
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
前
条
第
一
項
の
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
に
は
、
当
分
の
間
、
精
神

保
健
福
祉
士
法
の
施
行
前
に
お
い
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
を
算
入
す
る
こ
と



が
で
き
る
。

第
六
条

平
成
十
九
年
に
お
い
て
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
す
る
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
す

べ
き
者
の
要
件
に
係
る
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
四

年
」
と
す
る
。



厚
生
労
働
省
令
第

号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

号
）
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

平
成
十
六
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
名
簿
及

び
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
名
簿
に
関
す
る
省
令

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
一
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名



二

生
年
月
日

三

連
絡
先
（
電
話
番
号
を
含
む
。
）

四

精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
を
受
け
た
年
月
日

五

精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
を
受
け
て
い
る
期
間

六

令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
の
別

七

令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の

学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
理
由

八

勤
務
先
の
名
称

（
令
第
一
条
第
一
項
の
期
間
及
び
程
度
）

第
二
条

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
精
神
保
健
指
定
医
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
と
す
る
。



２

令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
は
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た

者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
判
定
医
名

簿
を
送
付
す
る
年
の
四
月
一
日
前
二
年
以
内
に
お
い
て
、
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二

十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
判
定

医
名
簿
を
送
付
す
る
年
の
一
月
一
日
前
二
年
以
内
に
お
い
て
、
精
神
保
健
審
判
員
と
し
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
五

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
裁
判
を
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
判
定

医
名
簿
を
送
付
す
る
年
の
一
月
一
日
前
二
年
以
内
に
お
い
て
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
七
条
又
は

第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鑑
定
を
行
っ
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
の
あ
る
者
の
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
最
高
裁
判
所
へ
の
通
知
）

第
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
し
た
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
の
あ
る
者
に
つ

い
て
、
当
該
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
を
送
付
し
た
年
の
翌
年
の
末
日
ま
で
に
、
精
神
保
健
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又



は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
精
神
保
健
指
定
医
の
職
務
の
停
止
を
命
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
処
分
の
年
月
日
を
最
高
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
四
条

令
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名

二

生
年
月
日

三

連
絡
先
（
電
話
番
号
を
含
む
。
）

四

精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
た
年
月
日

五

精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間

六

令
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

の
別

七

令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の

専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
認
め
た
理
由



八

勤
務
先
の
名
称

（
令
第
二
条
第
一
項
の
期
間
及
び
程
度
）

第
五
条

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
保
健
福
祉
士
の
名
称
の
使
用
を
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く

。
）
と
す
る
。

２

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
精
神
保
健
参

与
員
候
補
者
名
簿
を
送
付
す
る
年
の
一
月
一
日
前
二
年
以
内
に
お
い
て
、
精
神
保
健
参
与
員
と
し
て
、
法
第
三
十
六
条
（
法

第
五
十
三
条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
審
判
に
関
与
し
た
経

験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
の
あ
る
者
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
地
方
裁
判
所
へ

の
通
知
）

第
六
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
し
た
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
の
あ

る
者
に
つ
い
て
、
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
を
送
付
し
た
年
の
翌
年
の
末
日
ま
で
に
、
精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三



十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
名
称
の

使
用
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
処
分
の
年
月
日
を
当
該
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿

を
送
付
し
た
地
方
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
等
の
実
施
等
）

第
七
条

令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
研
修
（
以
下
「
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
」
と
い
う
。

）
及
び
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
研
修
（
以
下
「
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
」
と
い

う
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
研
修
の
課
程
を
修
了

し
た
こ
と
の
な
い
者
の
た
め
の
課
程
（
以
下
「
初
回
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
他
の
者
の
た
め
の
課
程
（
以
下
「
継
続

研
修
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
の
初
回
研
修
及
び
継
続
研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
を
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定



す
る
者
（
以
下
「
研
修
実
施
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
八
条

前
条
第
四
項
の
指
定
は
、
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
を
行
お
う
と
す
る

者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

前
項
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
を
記

載
し
た
申
請
書

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
収
支
予
算
を
記
載
し
た
書
類

三

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
そ
の
他
の
基
本
約
款

四

研
修
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

五

そ
の
他
指
定
に
関
し
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
指
定
の
基
準
等
）



第
九
条

第
七
条
第
四
項
の
指
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一

精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
及
び
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

第
八
条
第
二
項
第
四
号
の
研
修
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
欠
格
事
由
）

第
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
を
研
修
実
施
者
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

二

申
請
者
が
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合

（
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

研
修
実
施
者
は
、
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
提
出
等
）



第
十
二
条

研
修
実
施
者
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
事
業
報
告
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
又
は
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
の
実
施
に
関
し
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
研
修
実
施
者
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
又
は
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
の
内
容
そ
の
他
の
当
該
研
修

の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
研
修
実
施
者
に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
研
修
実
施
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。

二

第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

第
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。



四

正
当
な
事
由
が
な
い
の
に
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
又
は
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
を
実
施
し
な
か
っ
た

と
き
。

五

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

（
指
定
の
辞
退
の
届
出
）

第
十
四
条

研
修
実
施
者
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
辞
退
の
日
の
一
年
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に

そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
修
了
証
の
交
付
等
）

第
十
五
条

研
修
実
施
者
は
、
そ
の
実
施
に
係
る
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
又
は
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
の
課

程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
修
了
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

研
修
実
施
者
は
、
精
神
保
健
判
定
医
養
成
研
修
又
は
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
養
成
研
修
を
実
施
し
た
時
は
、
そ
の
終
了

後
二
週
間
以
内
に
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
修
了
証
を
交
付
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
修
了
し
た
研
修
の
課
程
及
び
修



了
年
月
日
を
記
載
し
た
名
簿
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七
号
中
「
令
第
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
十
六
年
に
お
い
て
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
付
す
る
精
神
保
健
判
定
医
名
簿
に
記
載
す
べ
き
者
の

要
件
に
係
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
送
付
す
る
年
の
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
送
付
す

る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
」
と
し
、
「
二
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
以
内
」
と
し
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
」
と



あ
る
の
は
「
従
事
し
た
経
験
を
有
し
、
又
は
従
事
す
る
見
込
み
が
あ
る
」
と
す
る
。

（
精
神
保
健
参
与
員
候
補
者
名
簿
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七
号
中
「
令
第
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
附
則
第
四
条
第
二
項
」
と
、

「
同
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
第
五
号
の
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
に
は
、
当
分
の
間
、
精
神
保
健
福
祉
士
法
の
施
行
前
に

お
い
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期
間
を
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
研
修
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

第
七
条
第
四
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
当
該
指
定
を
受
け
る
前
に
行
っ
た
研
修
の
課
程
で

あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
初
回
研
修
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
項
に
規
定
す
る
初
回
研

修
と
み
な
す
。



別
表
（
第
六
条
関
係
）

初
回
研
修
の
時
間
数

継
続
研
修
の
時
間
数

科

目

精
神
保
健
判
定
医
養

精
神
保
健
参
与
員
候

精
神
保
健
判
定
医
養

精
神
保
健
参
与
員
候

成
研
修

補
者
養
成
研
修

成
研
修

補
者
養
成
研
修

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

二
時
間
三
十
分

四
時
間

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療

及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
及

び
精
神
保
健
福
祉
行
政
概
論

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

二
時
間

二
時
間

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療

及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に

関
す
る
法
令
及
び
実
務



心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

八
時
間

五
時
間

一
時
間
三
十
分

三
時
間

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療

及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
医
療
及
び
実
務

司
法
精
神
医
学

二
時
間
三
十
分

二
時
間
三
十
分

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

四
時
間

四
時
間

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療

及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
地
域
社
会
に
お
け
る
処

遇心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

三
時
間

四
時
間
三
十
分

三
時
間

四
時
間
三
十
分

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療

及
び
観
察
等
に
関
す
る
事
例
研



究備
考

第
一
欄
に
掲
げ
る
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
事
例
研
究
は

、
最
新
の
事
例
を
用
い
て
教
授
す
る
こ
と
。


